
（知事部局）

(1)通報者別 (2)通報方法別

  

1

知事部局

総務課　井上（内3624、直通℡073-441-3640）

　通報内容を分類すると次のようになります。

（２）県の行政事務処理、その他に関するもの

⑥

令和5年3月10日
資　　料　　提　　供

担
当
課

不正行為等通報の受理・処理状況について

1

郵便・FAX

監察査察課　石井（内2136)　大平（内2115）
直通℡073-441-2136

通報者

県民等

教育委員会

職員等

件　数(件)

匿名

面談

計

　令和5年2月中に監察査察監・監察査察課で受理した不正行為等通報（知事部局（労働委員会を含む。）の業務
に係るもの)及び教育委員会事務局で受理した不正行為等通報（教育委員会（県立学校等を含む。）の業務に係る
もの）について、概要を公表します。

知事部局の通報の件数

通報者

6

3電子メール

匿名の通報で具体的な情報がないため、不受理とし
た。

2 知事部局で受理した通報内容と処理状況

件　数(件)

3

6

6

計

②③④⑤⑥

通　報　内　容

①

児童相談所において、特定の職員が毎日残業をしてい
る。ダラダラと時間経過を待っているだけの職員に残業
代を出す等、適切な超過勤務命令が行われていないの
ではないか。

①

ある事業者が契約後、契約内容を守っていない。

5

　なお、通報に係る調査・処理結果を分類すると次のようになります。

①②④⑤⑥

電話

（知事部局）・・・・・監察査察監・監察査察課で受理・調査・処理

処　理　状　況

匿名の通報で具体的な情報がなく、職員の特定が出
来ないため、不受理とした。

知事部局の前々月以前の通報に係る処理状況

（１）職員の不正・不当な執務又は行為に関するもの

（うち通報された情報だけでは、事実確認が困難なもの）

（１）調査の結果、是正の必要がないもの 1

③

（２）調査を契機に是正がなされた又は是正措置を講じたもの

（うち通報の有無にかかわらず是正措置を講じるなど、対応しているもの）

（うち通報の事実はあるが、違法又は不正・不当とは認められないもの）

（うち通報内容が事実とは認められないもの）

（４）不受理としたもの

　前々月（1月）以前に受理した通報で「調査中」としていた事案はありません。

3

（３）調査を継続中としたもの

⑤
ある病院の職員が過去に生活保護を不正受給してい
た。

所管外のため不受理とした。

③
県が行っている、ある修繕の簡易公開調達公告におい
て、参加資格者要件が不適切である。

調査の結果、不適切な内容は確認できなかった。

④
警察官が、無断で個人敷地において交通取り締まりを
行っている。

所管外のため不受理とし、警察本部に情報提供した。

②
教育委員会スポーツ課の職員が公文書を紛失した件に
ついて、関係職員の処分と公の謝罪を求める。

所管外のため不受理とし、教育委員会に情報提供し
た。



（教育委員会）

(1)通報者別 (2)通報方法別

 

1
1

　前々月（1月）以前に受理した通報で「調査中」としていた事案のその後の処理状況については、今回発表でき
るものはありません。

③

（うち通報の事実はあるが、違法又は不正・不当とは認められないもの）

（２）調査を契機に是正がなされた又は是正措置を講じたもの

2

②
（うち通報の有無にかかわらず是正措置を講じるなど、対応しているもの）

①

①

職員等

（うち通報内容が事実とは認められないもの）

計

　なお、通報に係る調査・処理結果を分類すると次のようになります。
（１）調査の結果、是正の必要がないもの

沿線の県立高校に対して、20歳未満の喫煙は法律に
より禁止されていることについて、注意喚起を行った。

（１）職員の不正・不当な執務又は行為に関するもの

（４）不受理としたもの

2

1

3

（うち通報された情報だけでは、事実確認が困難なもの）

教育委員会の前々月以前の通報に係る処理状況

（３）調査を継続中としたもの

②③

①

（２）県の行政事務処理、その他に関するもの 1

　通報内容を分類すると次のようになります。

3

2 教育委員会で受理した通報内容と処理状況

2

通　報　内　容 処　理　状　況

③
スポーツ課の職員が公文書を紛失した件について、関係
職員の処分と公の謝罪を求める。

当該文書の徹底的な捜索とともに文書や情報の外部
への流出の可能性がないことを見極めた上で、当該
団体への説明と謝罪並びに関係職員及び所属長を
厳重に注意した。
また、全所属長に対し適切な公文書の管理を徹底す
るよう、改めて周知した。

和歌山線のいずれかの駅で、高校生と思われる生徒
が、喫煙を行っていた。

計

②
ある県立高校の教員が運動部活動の指導中に、部員に
対してパワーハラスメント発言をした。

調査の結果、不適切な発言が認められたため、改善
するよう厳しく注意した。

匿名

3

（教育委員会）・・・教育委員会で受理・調査・処理

電話
面談

1郵便・FAX

通報者 件　数(件) 通報者 件　数(件)

1 教育委員会の通報の件数

電子メール 2県民等 1


